
 

 

工事及び事業者の等級（ランク）について 

 

１ 現状 

（１）発注標準表 

工事の

等 級 

土木一式工事 

(下水道管渠 

工事を含む。) 

建築一式 

工事 

管工事 

(水道管工事を

含む。) 

電気工事 舗装工事 

Ａ 
1,500万円 

以上 

1,000万円 

以上 

700万円 

以上 

300万円 

以上 

200万円 

以上 

Ｂ 

1,500万円 

未満 

500万円 

以上 

1,000万円 

未満 

300万円 

以上 

700万円 

未満 

300万円 

以上 

300万円 

未満 

200万円 

未満 

Ｃ 
500万円 

未満 

300万円 

未満 

300万円 

未満 
  

 

 

２ 経緯 

時期 制度内容 理由 

平成 21年 

４月～ 

 

管工事の要件を変更 

 ・発注金額区分を変更 

 ・２等級を３等級へ変更 

  ＜変更前＞ 

 総合評点 設計金額 

Ａ 750以上 300万円以上 

Ｂ 749未満 300万円未満 

        ↓ 

  ＜変更後＞ 

 総合評点 設計金額 

Ａ 750以上 700万円以上 

Ｂ 650～749 300万円以上 700万円未満 

Ｃ 649未満 300万円未満 
 

事業者の技術力に適応

した発注とするため。 

 

 

３ 他自治体との比較（事業者の等級及び登録事業者数） 

  別紙のとおり 
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